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情報公開・個人情報保護審査会 
第３部会開催記録 

 

１ 日  時  令和８年２月１９日（木）１３：０５～１５：４０ 
２ 場  所  情報公開・個人情報保護審査会第３会議室 

３ 出席委員  稲山文男部会長、久末弥生委員（Web 会議システムによる出

席）、芳仲美惠子委員 

４ 議事の項目等 
（１）事件名：令和８年（行個）諮問第４３号「本人の労災事故に係る調査復命

書等の一部開示決定に関する件」 
諮問庁：厚生労働大臣 
調査審議の内容：上記新規諮問事件につき審議 

（２）事件名：令和８年（行個）諮問第４４号「本人の労災請求に係る調査復命

書等の一部開示決定に関する件」 
諮問庁：厚生労働大臣 
調査審議の内容：上記新規諮問事件につき審議 

（３）事件名：令和８年（行個）諮問第４５号「本人の事業場に係る労働問題に

ついて特定室が作成又は取得した文書の一部開示決定に関する件」 
諮問庁：厚生労働大臣 
調査審議の内容：上記新規諮問事件につき審議 

（４）事件名：令和７年（行情）諮問第３７３号「勤務時間報告書等の一部開示

決定に関する件」 
諮問庁：厚生労働大臣 
調査審議の内容：上記諮問事件につき調査審議 

（５）事件名：令和７年（行情）諮問第４１３号「令和３年度特定部特定課助成

金の助成金担当職員の役割表等の不開示決定（不存在）に関する件」 
諮問庁：厚生労働大臣 
調査審議の内容：上記諮問事件につき調査審議 

（６）事件名：令和７年（行個）諮問第１４０号「本人の行った特定日付けの苦

情申立書等の一部開示決定に関する件」 
諮問庁：厚生労働大臣 
調査審議の内容：上記諮問事件につき調査審議 

（７）事件名：令和７年(行個)諮問第２４９号「本人を雇用した特定法人に対する

特定助成金の支給・不支給決定の有無が分かる文書の不開示決定

（不存在）に関する件」 
諮問庁：厚生労働大臣 
調査審議の内容：上記諮問事件につき審議 
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（８）事件名：令和６年 （行個）諮問第２３０号「本人に対する休業補償給付等

の不支給決定に係る調査復命書等の一部開示決定に関する件」 
諮問庁：厚生労働大臣 
調査審議の内容：上記諮問事件につき調査審議 

（９）事件名：令和７年 （行情）諮問第１４２号「特定職員の出勤簿の一部開示

決定に関する件」 
諮問庁：厚生労働大臣 
調査審議の内容：上記諮問事件につき調査審議 

（１０）事件名：令和７年（行情）諮問第１７２号「特定職員の出勤簿等の一部開示

決定に関する件」 
諮問庁：厚生労働大臣 
調査審議の内容：上記諮問事件につき調査審議 

（１１）事件名：令和７年（行情）諮問第１７３号「特定職員の出勤簿等の一部開示

決定に関する件」 
諮問庁：厚生労働大臣 
調査審議の内容：上記諮問事件につき調査審議 

（１２）事件名：令和７年 （行情）諮問第１７５号「特定職員の出勤簿の一部開示

決定に関する件」 
諮問庁：厚生労働大臣 
調査審議の内容：上記諮問事件につき調査審議 

（１３）事件名：令和７年 （行情）諮問第１７６号「特定職員の出勤簿の一部開示

決定に関する件」 
諮問庁：厚生労働大臣 
調査審議の内容：上記諮問事件につき調査審議 

（１４）事件名：令和７年 （行情）諮問第２６２号「 特定の文書の作成に関与した

特定職員の令和６年度出勤簿の一部開示決定に関する件」 
諮問庁：厚生労働大臣 
調査審議の内容：上記諮問事件につき調査審議 

（１５）事件名：令和７年 （行情）諮問第４９１号「「北鮮地域墓地資料保有者連

名簿綴」等の一部開示決定に関する件」 
諮問庁：厚生労働大臣 
調査審議の内容：上記諮問事件につき調査審議 

（１６）事件名：令和７年 （行情）諮問第９３８号「無権限者による特定法人との

供給契約締結内容が分かる文書等の不開示決定（不存在）に関する

件」 
諮問庁：厚生労働大臣 
調査審議の内容：上記新規諮問事件につき審議 
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（１７）事件名：令和７年 （行情）諮問第９８１号「特定市町村に対して不当利得

返還請求権を行使したことが分かる文書等の不開示決定（不存在）

に関する件」 
諮問庁：厚生労働大臣 
調査審議の内容：上記新規諮問事件につき審議 

（１８）事件名：令和７年 （行情）諮問第１２８０号「特定事業所のパワハラ等に

ついて相談があったことが分かる文書の不開示決定（存否応答拒否）

に関する件」 
諮問庁：厚生労働大臣 
調査審議の内容：上記新規諮問事件につき審議 

（１９）事件名：令和７年（行情）諮問第１２８５号「特定事業所のパワハラ等につ

いて情報提供や通報があったことが分かる文書の不開示決定（存否

応答拒否）に関する件」 
諮問庁：厚生労働大臣 
調査審議の内容：上記新規諮問事件につき審議 
 
 
 

〔文責：総務省情報公開・個人情報保護審査会事務局〕 
 


